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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第31期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

４ 四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当企業集団（当社および当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期

第１四半期 
連結累計期間

第32期
第１四半期 
連結累計期間

第31期

会計期間
自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高 (百万円) 23,394 21,706 93,789 

経常利益 (百万円) 2,063 956 6,668 

四半期(当期)純利益 (百万円) 813 415 2,849 

四半期包括利益又は 
包括利益 

(百万円) 835 414 2,947 

純資産額 (百万円) 77,328 77,904 78,647 

総資産額 (百万円) 92,645 91,857 94,030 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 12.53 6.40 43.89 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 12.49 6.38 43.77 

自己資本比率 (％) 83.0 84.4 83.2 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,283 148 6,311 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 412 607 △922

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,004 △1,062 △2,277

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 25,687 27,809 28,070 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

  なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当企業集団が判断したもので

あります。 

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による供給能力の低下・電力

不足のため生産および輸出が落ち込み、さらに個人消費も弱含みとなるなど、総じて厳しい状況が続き

ましたが、供給面の制約が緩和されるにつれ、持ち直しつつあります。  

  
当第１四半期連結累計期間の売上高は、東日本大震災の影響により一部キャンペーンの変更、中止を

行ったことなどにより、化粧品関連事業およびその他が前年同期を下回り、全体では21,706百万円（前

年同期比7.2％減）となりました。損益面では、震災直後の状況を鑑み４月に予定していた商品ＰＲの

ＴＶＣＭを急遽、企業ＣＭに差し替えたことや、ダイエットサプリメント「カロリミット」のＴＶＣＭ

を実施したことなどによりマーケティング費用が前年同期に比べて増加し、営業利益は1,001百万円

（前年同期比52.9％減）、経常利益は956百万円（前年同期比53.7％減）、四半期純利益は415百万円

（前年同期比48.9％減）となりました。 

  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

① 化粧品関連事業 

売上高 

化粧品関連事業の売上高は11,066百万円（前年同期比8.1％減）となりました。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

平成23年３月期
前第１四半期連結累計期間

平成24年３月期 
当第１四半期連結累計期間 伸び率

(％)金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比 
(％)

ファンケル化粧品 9,441 78.4 8,762 79.2 △7.2

アテニア化粧品 2,255 18.7 1,990 18.0 △11.8

その他 349 2.9 313 2.8 △10.1

合計 12,045 100.0 11,066 100.0 △8.1
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ファンケル化粧品は、５月に予定していた「マイルドクレンジングオイル」のＴＶＣＭや限定商品

の発売を延期したことなどにより、8,762百万円（前年同期比7.2％減）となりました。 

アテニア化粧品は、東日本大震災の影響でマーケティング活動を抑制したことなどにより、1,990

百万円（前年同期比11.8％減）となりました。  

販売チャネル別では、通信販売は5,545百万円（前年同期比9.1％減）、店舗販売は3,655百万円

（前年同期比10.2％減）、卸販売他は543百万円（前年同期比6.3％減）、海外は1,321百万円（前年

同期比2.1％増）となりました。 

  
 営業損益 

 損益面では、減収になったことおよび震災直後の状況を鑑み４月に予定していた商品ＰＲのＴＶＣ

Ｍを急遽、企業ＣＭに差し替えたことによりマーケティング費用が発生し、営業利益は1,282百万円

（前年同期比41.3％減）となりました。 

  
② 栄養補助食品関連事業 

売上高 

栄養補助食品関連事業の売上高は6,778百万円（前年同期比2.3％増）となりました。 

 
製品面では、ダイエットサプリメント「カロリミット」が前年同期比で大幅に伸長したほか、中高

年のお客様向けのサプリメントも堅調に推移し、増収となりました。 

販売チャネル別では、通信販売は2,809百万円（前年同期比0.4％減）、店舗販売は1,634百万円

（前年同期比8.1％減）、卸販売他は1,608百万円（前年同期比17.1％増）、海外は725百万円（前年

同期比11.3％増）となりました。 

  
営業損益  

 損益面では、増収となったものの、ダイエットサプリメント「カロリミット」に対するマーケティ

ング費用を投下した結果、営業利益は305百万円（前年同期比50.5％減）となりました。 

  

 

平成23年３月期
前第１四半期連結累計期間

平成24年３月期 
当第１四半期連結累計期間 伸び率

(％)金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比 
(％)

通信販売 6,102 50.7 5,545 50.1 △9.1

店舗販売 4,069 33.8 3,655 33.0 △10.2

卸販売他 580 4.8 543 4.9 △6.3

海外 1,293 10.7 1,321 12.0 2.1 

合計 12,045 100.0 11,066 100.0 △8.1

 

平成23年３月期
前第１四半期連結累計期間

平成24年３月期 
当第１四半期連結累計期間 伸び率

(％)金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比 
(％)

通信販売 2,822 42.6 2,809 41.5 △0.4

店舗販売 1,778 26.9 1,634 24.1 △8.1

卸販売他 1,373 20.7 1,608 23.7 17.1 

海外 651 9.8 725 10.7 11.3 

合計 6,626 100.0 6,778 100.0 2.3 
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③ その他 

売上高 

その他の売上高は3,862百万円（前年同期比18.2％減）となりました。 

 
 発芽米事業は、店頭販促を強化した卸販売他が増収となったものの、通販チャネルが振るわず、

716百万円（前年同期比6.5％減）となりました。 

 青汁事業は、通販チャネルが振るわず、864百万円（前年同期比10.8％減）となりました。  

 いいもの王国通販事業は、東日本大震災後に新聞広告などの出稿量を控えた影響などで、1,446百

万円（前年同期比25.0％減）となりました。 

 その他の事業は、雑貨事業の再構築に伴い在庫品をセール価格で販売したことなどにより、834百

万円（前年同期比21.1％減）となりました。  

  
営業損益 

 損益面では、発芽米事業の原価率改善による黒字幅の拡大で、営業損失は前年同期に対し14百万円

縮小し、179百万円となりました。  

  
(2) キャッシュ・フローの状況の分析 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は27,809百万円

となり、前連結会計年度末より260百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの

要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は148百万円（前年同期は1,283百万円の収入）となりました。この内訳

の主なものは、税金等調整前四半期純利益877百万円、減価償却費767百万円などによる増加と、法人税

等の支払額1,531百万円などによる減少であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は607百万円（前年同期は412百万円の収入）となりました。この内訳の

主なものは、有価証券の売却及び償還による収入1,502百万円などによる増加と、有形固定資産の取得

による支出555百万円、無形固定資産の取得による支出510百万円などによる減少であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は1,062百万円（前年同期は1,004百万円の支出）となりました。この内

訳の主なものは、配当金の支払額993百万円、自己株式の取得による支出53百万円などによるものであ

ります。    

  

 
平成23年３月期

前第１四半期連結累計期間 
(百万円)

平成24年３月期 
当第１四半期連結累計期間 

(百万円)

伸び率
(％)

発芽米事業 766 716 △6.5

青汁事業 968 864 △10.8

いいもの王国通販事業 1,929 1,446 △25.0

その他の事業 1,058 834 △21.1

合計 4,722 3,862 △18.2
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当企業集団の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

および新たに生じた課題はありません。 

  
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

  

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社

が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させることを可能とする者で

ある必要があると考えております。 

当社は、株式の大量の買付であっても、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益に資するも

のであれば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株

式の買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考

えております。 

しかし、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある

もの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付について検討し、あるいは対象会社の取締

役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値および

株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社にとっては、お客様との強い絆の維持が当社の成長を支えており、また今後の成長を支え続け

るものであります。ひいては、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。こうした

お客様との強い絆が当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるものでな

ければ、当社の企業価値および株主共同の利益は毀損されることになります。 

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付

を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者によ

る当社株式の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保・向上する必要があると考えております。 

  
② 基本方針の実現に資する特別な取組み 

イ 経営理念及び経営の基本方針について 

当社は、以下の理念を経営の根幹とし、これを判断の拠り所としております。 

・「もっと何かできるはず」 

・「人間大好き企業」のファンケルグループは、世の中の「不」の解消を目指し、安心、 

 安全、やさしさを追求します。 

・常にお客様の視点に立ち、「お客様に喜んでいただくこと」をすべての基準とします。 

こうした理念の下、常識にとらわれない感性と独創性をもって「不」の解消に挑戦し、無添加化

粧品をはじめとして、新しい市場と価値を創造してまいりました。当社は「＜美＞と＜健康＞をテ

ーマに『不』のつく事柄を解消する仕組みづくり」を経営の基本方針としており、これからも新し

い「不」の解消ビジネスに積極的に取り組むことが企業価値を高め、ひいては株主の皆様の長期的

な利益に繋がるものと考えております。 
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ロ 企業価値の源泉について 

当社は、長期的・持続的な利益成長を図っていくためには、お客様基盤の強化が最重要課題であ

ると認識しております。基盤の拡大を図るために、販売チャネルおよび取扱製品の拡充のほか、お

客様に製品の新鮮さを訴えるための製造年月日表示の実施、留守でも製品を受け取れる「置き場所

指定サービス」や返品・交換の無期限保証制度の導入など、お客様の目線に立って業務を推進して

きております。 

 お客様視点に立ち、お客様が期待している以上の新しい価値を創造して提供し続けることによ

り、お客様との長期的な信頼関係が構築され、ひいては企業価値の向上に繋がるものと考えており

ます。 

ハ 中期経営計画に基づく取組み 

中期３ヵ年経営計画は、東日本大震災の影響もあり、戦略の見直しをせざるを得ない状況となっ

たため、現在練り直しを図っております。  

 平成24年３月期は「平成24年春のブランド再構築の準備の年」と位置付けており、来年のブラン

ド再構築に向けたマーケティングおよびコミュニケーションプランの具体化を進めております。 

ニ コーポレート・ガバナンスの強化について 

当社は、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーから信頼される企業となるため、コ

ーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置づけ、企業倫理と遵法を徹底する

とともに、リスク管理を含めた内部統制システムを整備し、経営の効率性、透明性を確保しており

ます。 

当社は、監査役制度を採用しております。監査役４名のうち３名は社外監査役であり、経営の意

思決定に対する監査の実効性向上のため、取締役会をはじめ、経営会議などその他の重要な会議に

も出席して適宜意見を述べております。また、経営トップとも定期的に意見交換の場を持ち、公正

な経営監視体制をとっております。 

 また、経営の監督機能と業務執行の分離を図る目的で平成11年６月より執行役員制度を導入して

おります。平成16年６月には社長、専務、常務などの役付取締役を廃止し、執行役員にその役位名

称を付すこととしました。また、平成17年６月には、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を

機動的に構築するため、取締役の任期を２年から１年に変更しました。 

取締役会は、取締役10名（うち社外取締役１名）で構成され、重要な業務執行その他法定事項に

ついての決定を行うほか、当社および子会社の業務執行状況の報告を受け、監督を行っておりま

す。 

経営会議は、取締役と執行役員で構成され、取締役会の決議事項などについて事前審議を行うと

ともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で経営の重要事項について審議しております。 

  
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み 

当社は、平成22年５月20日開催の取締役会にて「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防

衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を導入し、平成22年６月19日の第30期定時株主総会にお

いて、株主の皆様に本プランの継続のご承認をいただいております。 

本プランは、①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買

付等、②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別

関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け、もしくはこれらに類似する行為または

これらの提案を「大量買付行為」とし、また大量買付行為を行おうとする者を「買付者等」として、

買付者等に対し、事前に当該大量買付行為に関する情報の提供を求め、当社が当該大量買付行為につ

いての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提

示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めております。 
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買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく大量買付行為を行うなど、当社の企業

価値および株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合には、当社は、これに対抗す

る措置として、当該買付者等および一定の関係者による権利行使は認められないとの行使条件および

当社が当該買付者等および一定の関係者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の

取得条項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法によ

り割り当てます。なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断について、当

社取締役会または取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣からの独立

性の高い者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行

うことにより透明性を確保することとしています。また、当社取締役会は、これに加え、本プラン所

定の場合には、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認

することがあります。 

  
なお、本プランの具体的内容（前記①ないし③の具体的内容を含みます。）は、インターネット上

の当社ウェブサイト（http://www.fancl.co.jp/corporate/news/main_news_2010.html）「当社株式の

大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」（2010年５月20日リリース分）に掲載

しておりますので、そちらをご参照願います。 

  
④ 前記③の取組みについての当社取締役会の判断及びその判断にかかる理由 

本プランは、買付者等が基本方針に沿うものであるか否かを株主の皆様および当社取締役会が判断

するにあたり、十分な情報提供と判断を行うに相当な期間を確保するために定めるものであり、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されております。 

また、本プランには、継続後の有効期間を３年間とするサンセット条項が付されているほか、当該

有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社株主総会において選任された取締役により構

成される当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時

点で廃止されることとなります。このため、本プランの継続および廃止は、当社株主の皆様の意思に

基づくこととなっております。 

加えて、対抗措置として新株予約権を無償で割り当てるのは、当該大量買付行為が当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがあると判断される場合等、合理的な

客観的要件を充足する場合に限定されるとともに、その発行の是非の判断にあたっても、独立委員会

の中立公正な判断を最大限尊重することとしており、当社取締役会の恣意的判断を排除しておりま

す。対抗措置として発行する新株予約権ならびにその行使条件についても、あらかじめその内容につ

いて開示を行うなど、企業価値向上および株主共同の利益確保に必要かつ相当な範囲内の対抗措置で

あると考えます。 

さらに、独立委員会は、当社経営陣からの独立性の高い有識者３名により構成されており、かかる

構成員による独立委員会を利用することにより、当社取締役会による本プランの恣意的な発動や株主

利益に反する発動が回避されるものと確信しております。 

以上より、当社取締役会は、前記③の取組みは前記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主共

同の利益を損なうものでないとともに、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないと判断

しております。 
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(4) 研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間における研究開発関連費用の総額は528百万円であります。なお、当第１

四半期連結累計期間において、当企業集団の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

当第１四半期連結累計期間において、新たに経営成績に重要な影響を与える事象は発生しておりませ

ん。また、経営戦略の現状と見通しにつきましても、前事業年度の有価証券報告書に記載した内容から

変更はありません。 

  
(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

資産は、前連結会計年度末に比べて2,172百万円減少し、91,857百万円となりました。この要因は、

流動資産の減少1,447百万円および固定資産の減少724百万円であります。流動資産の減少の主な要因

は、現金及び預金の増加743百万円、受取手形及び売掛金の増加88百万円、たな卸資産の増加111百万円

と有価証券の減少2,506百万円であります。固定資産の減少の主な要因は、長期貸付金の減少199百万円

と繰延税金資産の減少376百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて1,428百万円減少し、13,953百万円となりました。この要因は、

流動負債の減少944百万円と固定負債の減少484百万円であります。流動負債の減少の主な要因は、賞与

引当金の増加469百万円と支払手形及び買掛金の減少858百万円、法人税等の支払いによる未払法人税等

の減少1,139百万円であります。固定負債の減少の主な要因は、退職給付引当金の減少454百万円であり

ます。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて743百万円減少し、77,904百万円となりました。この主な要因

は、四半期純利益415百万円による増加と配当金の支払いによる利益剰余金の減少1,103百万円でありま

す。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べて1.2ポイント上昇し、84.4％となりました。 

  
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当企業集団は、「無添加化粧品」の通信販売から事業を開始し、現在では化粧品以外に栄養補助食

品、発芽米、青汁などの事業を行い、通信販売チャネル以外に店舗販売、卸販売と販売チャネルを広げ

ております。ビジネス規模の拡大に伴い当社のブランドイメージが多様化しており、当社の強みである

「無添加」の価値、健康に対する「研究開発」や「専門性・安全性」をお客様に伝えきれておりません

でした。平成24年春に予定している「ブランドの再構築」により、当社の強みをお客様にしっかりとお

伝えしていくことが、企業価値の向上に繋がるものと考えております。  

なお、具体的な内容につきましては、前事業年度の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第２ 事

業の状況 ３ 対処すべき課題」をご参照願います。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成23年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  
  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 233,838,000 

計 233,838,000 

種類
第１四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年８月12日)

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名
内容

普通株式 65,176,600 65,176,600 
東京証券取引所 
(市場第一部)

単元株式数は100
株であります。 

計 65,176,600 65,176,600 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成23年４月１日～ 
平成23年６月30日 

          ― 65,176,600          ― 10,795          ― 11,706 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による

記載をしております。 

  

① 【発行済株式】 

平成23年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」および「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が  

 2,600株（議決権26個）および60株、失念株式が100株（議決権１個）および20株含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式１株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

 
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株（議決権１個）

あります。 

なお、当該株式数は上記 ①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   240,900 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 64,553,200 645,532 ―

単元未満株式 普通株式 382,500 ― ―

発行済株式総数 65,176,600 ― ―

総株主の議決権 ― 645,532 ―

 平成23年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社ファンケル 

横浜市中区 
山下町89番地１ 240,900 ― 240,900 0.37 

計 ― 240,900 ― 240,900 0.37 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成23年４月

１日から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており

ます。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について

― 12 ―



１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,661 19,405

受取手形及び売掛金 10,187 10,276

有価証券 10,911 8,404

商品及び製品 3,090 3,200

仕掛品 33 72

原材料及び貯蔵品 3,178 3,141

その他 2,422 2,554

貸倒引当金 △189 △206

流動資産合計 48,295 46,848

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,183 23,229

減価償却累計額及び減損損失累計額 △12,709 △12,844

建物及び構築物（純額） 10,474 10,384

機械装置及び運搬具 5,582 5,700

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,609 △4,722

機械装置及び運搬具（純額） 973 978

工具、器具及び備品 6,210 6,479

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,182 △5,358

工具、器具及び備品（純額） 1,028 1,120

土地 ※3  10,885 ※3  10,860

リース資産 286 282

減価償却累計額及び減損損失累計額 △180 △190

リース資産（純額） 105 92

その他 85 34

有形固定資産合計 23,552 23,471

無形固定資産   

のれん 397 369

その他 3,370 3,404

無形固定資産合計 3,768 3,773

投資その他の資産   

投資有価証券 11,906 11,902

その他 ※2  6,507 ※2  5,861

投資その他の資産合計 18,413 17,764

固定資産合計 45,734 45,009

資産合計 94,030 91,857
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,367 2,508

未払法人税等 1,654 514

賞与引当金 966 1,435

ポイント引当金 1,391 1,402

資産除去債務 3 16

その他 4,759 5,320

流動負債合計 12,142 11,197

固定負債   

退職給付引当金 2,155 1,700

役員退職慰労引当金 99 104

資産除去債務 485 471

その他 500 479

固定負債合計 3,240 2,756

負債合計 15,382 13,953

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,795 10,795

資本剰余金 11,706 11,706

利益剰余金 56,069 55,381

自己株式 △306 △360

株主資本合計 78,264 77,522

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5 3

その他の包括利益累計額合計 5 3

新株予約権 377 377

純資産合計 78,647 77,904

負債純資産合計 94,030 91,857
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 23,394 21,706

売上原価 8,157 7,173

売上総利益 15,237 14,532

販売費及び一般管理費 13,109 13,530

営業利益 2,127 1,001

営業外収益   

受取利息 20 17

受取配当金 8 1

為替差益 － 11

保険返戻金 － 15

雑収入 38 30

営業外収益合計 67 74

営業外費用   

持分法による投資損失 114 －

為替差損 4 －

貸倒引当金繰入額 － 101

雑損失 12 17

営業外費用合計 131 119

経常利益 2,063 956

特別利益   

固定資産売却益 0 3

貸倒引当金戻入額 － 125

その他 0 －

特別利益合計 0 128

特別損失   

固定資産売却損 － 3

固定資産除却損 7 0

減損損失 13 11

店舗閉鎖損失 － 24

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 309 －

抱合せ株式消滅差損 － 143

その他 74 24

特別損失合計 405 206

税金等調整前四半期純利益 1,658 877

法人税、住民税及び事業税 1,009 378

法人税等調整額 △161 83

法人税等合計 848 462

少数株主損益調整前四半期純利益 809 415

少数株主損失（△） △3 －

四半期純利益 813 415
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 809 415

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △1

持分法適用会社に対する持分相当額 27 －

その他の包括利益合計 26 △1

四半期包括利益 835 414

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 839 414

少数株主に係る四半期包括利益 △3 －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,658 877

減価償却費 700 767

減損損失 13 11

のれん償却額 28 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） 492 459

ポイント引当金の増減額（△は減少） 36 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 △468

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 4

受取利息及び受取配当金 △29 △18

為替差損益（△は益） 15 △13

持分法による投資損益（△は益） 114 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2 1

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 7 20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 309 －

抱合せ株式消滅差損益（△は益） － 143

売上債権の増減額（△は増加） 88 △66

たな卸資産の増減額（△は増加） 174 △101

その他の流動資産の増減額（△は増加） △256 111

その他の固定資産の増減額（△は増加） 54 0

仕入債務の増減額（△は減少） △504 △861

その他の流動負債の増減額（△は減少） 357 784

その他の固定負債の増減額（△は減少） △27 △9

その他 72 △0

小計 3,388 1,667

利息及び配当金の受取額 16 12

法人税等の支払額 △2,120 △1,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,283 148

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △998 －

有価証券の売却及び償還による収入 1,999 1,502

有形固定資産の取得による支出 △343 △555

有形固定資産の売却による収入 0 29

無形固定資産の取得による支出 △267 △510

貸付金の回収による収入 11 0

その他の支出 △5 △10

その他の収入 17 151

投資活動によるキャッシュ・フロー 412 607
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の処分による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △0 △53

配当金の支払額 △986 △993

その他 △17 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,004 △1,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 677 △294

現金及び現金同等物の期首残高 25,010 28,070

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 34

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  25,687 ※  27,809
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】 

 該当事項はありません。 

  

【会計方針の変更等】 

 
  

【追加情報】 

 
  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 １  偶発債務 

 
  

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

 
  

※３ 国庫補助金等の受入による圧縮記帳額 

 
  

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

(会計方針の変更) 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成

22年６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正

な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 なお、この変更に伴う影響はありません。 

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

（退職給付引当金） 

平成24年３月に税制適格年金制度が廃止されることから、当社および一部の国内連結子会社は、平成23年４月

１日より税制適格年金制度から確定給付企業年金制度に移行しております。 

 なお、この制度移行に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日)

流山工業団地協同組合の千葉県および㈱商工組
合中央金庫からの借入金1,540百万円について、同
組合の他の組合員企業15社とともに連帯保証して
おります。 

同左 
  
 

 
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成23年６月30日)

投資その他の資産「その他」 727百万円 696百万円

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日)

国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は、土地
173百万円であり、連結貸借対照表計上額はこの圧
縮記帳額を控除しております。 

同左 
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(四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期

間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※  現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末残高と当第１四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 
  

 
  

  

  

(株主資本等関係) 

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

１．配当金支払額 

 
  

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会

計期間の末日後となるもの 

 該当事項はありません。 

  

(自  平成22年４月１日 
至  平成22年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(平成22年６月30日現在) 
 

現金及び預金勘定 21,181百万円

有価証券勘定 8,005百万円

計  29,186百万円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

 △1,000百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
有価証券 

△2,499百万円

現金及び現金同等物 25,687百万円

(平成23年６月30日現在) 
 

現金及び預金勘定 19,405百万円

有価証券勘定 8,404百万円

計 27,809百万円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

－百万円

取得日から償還日までの期 
間が３ヶ月を超える債権等 

－百万円

現金及び現金同等物 27,809百万円

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月14日 
取締役会 

普通株式 1,103 17.00 平成22年３月31日 平成22年６月21日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月９日 
取締役会 

普通株式 1,103 17.00 平成23年３月31日 平成23年６月20日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、雑貨・装身具類・肌着類・健康

器具・家庭用雑貨の通信販売、発芽米事業、青汁事業、エステ事業等を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失の調整額△483百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれ

ており、その主なものは、報告セグメントに帰属しない親会社本社の総務部門等に係る費用であります。 

 ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失）  

第１四半期連結累計期間において、閉店の意思決定を行った店舗設備について、該当資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。この減損損失に関する「化粧品関連事

業」および「栄養補助食品関連事業」の情報は、重要性が乏しいため開示を省略しております。  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

 (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

化粧品 
関連事業

栄養
補助食品 
関連事業

計

売上高    

  外部顧客への売上高 12,045 6,626 18,672 4,722 23,394 － 23,394 

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 

－ － － － － － －

計 12,045 6,626 18,672 4,722 23,394 － 23,394 

セグメント利益又は損失（△） 2,186 618 2,804 △ 194 2,610 △ 483 2,127 
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、雑貨・装身具類・肌着類・健康

器具・家庭用雑貨の通信販売、発芽米事業、青汁事業、エステ事業等を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失の調整額△407百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれ

ており、その主なものは、報告セグメントに帰属しない親会社本社の総務部門等に係る費用であります。 

 ３ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失）  

当第１四半期連結累計期間において、閉店の意思決定を行った店舗設備について、該当資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。この減損損失に関する「化粧品関連

事業」および「栄養補助食品関連事業」の情報は、重要性が乏しいため開示を省略しております。  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

  

 (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

化粧品 
関連事業

栄養
補助食品 
関連事業

計

売上高    

  外部顧客への売上高 11,066 6,778 17,844 3,862 21,706 － 21,706 

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 

－ － － － － － －

計 11,066 6,778 17,844 3,862 21,706 － 21,706 

セグメント利益又は損失（△） 1,282 305 1,588 △179 1,408 △407 1,001 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

および算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

 
  
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

平成23年５月９日開催の取締役会において、平成23年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次

のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。 

 ① 配当金の総額                   1,103百万円 

 ② １株当たりの金額                  17円00銭 

 ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成23年６月20日 

  

項目 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日) 

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(1)１株当たり四半期純利益金額 12円53銭 6円40銭

（算定上の基礎） 

四半期純利益金額(百万円) 813 415 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 813 415 

普通株式の期中平均株式数(株) 64,917,361 64,934,601 

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 12円49銭 6円38銭

（算定上の基礎） 

四半期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 166,403 210,909 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要 

－ －

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成23年８月12日

株式会社ファンケル 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ファンケルの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、

四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。 

  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 

  
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ファンケル及び連結子会社の平成

23年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  星  野  正  司  印 

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  阿  部  正  典  印 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年８月12日 

【会社名】 株式会社ファンケル 

【英訳名】 FANCL CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 成松 義文 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町89番地１ 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 

 



当社代表取締役社長執行役員の成松義文は、当社の第32期第１四半期(自 平成23年４月１日 至 平

成23年６月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確

認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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